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１ 一人一人の教育的ニーズに応じた教育活動の推進と自己点検・自己評価の実施 １ 一人一人の教育的ニーズに応じた教育活動の推進と自己点検・自己評価の実施 

    

幼児児童生徒一人一人のもつ可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加する力をはぐくむことが求められ 幼児児童生徒一人一人のもつ可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加する力をはぐくむことが求められ 

ています。 ています。 

新学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに、一人一人の教育的ニーズに基づいた教育課程を編成し、実施 新学習指導要領の趣旨を踏まえるとともに、一人一人の教育的ニーズに基づいた教育課程を編成し、実施 

状況を把握した上で、教育活動及び学校運営の改善を図ることが大切です。 状況を把握した上で、教育活動及び学校運営の改善を図ることが大切です。 

  

（１）  一人一人の教育的ニーズに応じた指導の充実 
・   「個別の指導計画」の作成に当たっては、各教科等と自立活動との関連を図り、その活用、評

価、改善を的確に行う。 
・   基礎的・基本的な内容の確実な定着を図るとともに、授業研究や事例研究を通して、発達障害

を含む多様な障害に応じた指導方法の改善を図る。 
・   家庭及び地域や医療、福祉、保健、労働等の関係機関との連携を明確にした「個別の教育支

援計画」を作成し、就学前から卒業後までの一貫した教育的支援を推進する。 

  

  

  

  

  

  

  

  

（２）  主体的、意欲的な学習を促す指導の充実 
・   体験的・問題解決的な学習活動を重視するとともに、自主的、自発的な学習が促されるよう工

夫する。  
・   学習の見通しを立てたり振り返ったりする活動を計画的に取り入れるなど、単元・題材及び授

業の展開を工夫する。 
・   障害の状態や学習の進度等を考慮して、個別指導を重視するとともに、授業形態や集団構成

を工夫し、意欲的な学習活動を促すようにする。

  

  

  

  

  

  

  

（３）  学校評価の着実な実施と学校運営の改善 
・  各教科等の到達目標と学習状況について自己点検・自己評価し、その結果を基に指導方法や

指導計画の改善を進める。 
・   自己評価・学校関係者評価の結果を保護者や地域の人々に積極的に公表し、その取組の成果

や課題等を説明するとともに、意見を聴取し、教育活動及び学校運営を改善する。 

  

  

  

  

  

  

  

  学校評議員が指摘した改善内容
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学校評議員の評価から見た

学校運営の改善状況
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「平成２０年度学校評議員実施状況調査」より  

  

  

  



 

 

 

２  社会参加する力をはぐくむ教育活動の推進と開かれた学校づくり 

             

ノーマライゼーションの理念の実現に向けて、障害のある者とない者とが共に活動する機会を拡大し、就学・ 

就労支援体制を整備するとともに、幼児児童生徒が社会参加する力をはぐくむことが求められています｡ 

そのために、家庭や地域の人々、地域の小・中・高等学校、医療・福祉・労働等の関係機関との連携を密に 

して課題解決に取り組むことが大切です｡ 

 

（１）  地域における特別支援教育に関するセンターとしての役割の推進  
・   医療・福祉・労働等の関係機関や他の特別支援学校、地域の小・中学校等と連携し、乳幼児期

からの教育相談を行うなど、相談機能を充実させ、地域における支援体制の整備を図る。 
・   小・中学校等の教師に対する助言又は援助、障害のある幼児児童生徒への指導及び支援など

に、組織的に取り組む。 
・   教育活動の公開、ホームページ等により、家庭や地域への情報提供や理解・啓発活動を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

（２）  進路指導の充実と教育課程の改善 

・   地域や学校の実態に応じ、職業教育における指導内容・方法を改善するとともに、家庭や地域、
関係機関との連携を密にした進路指導を計画的、組織的に行う。 

・   夢や希望を育んだり、生き方を見つめたりする活動を取り入れるなど、キャリア教育の視点から教

育活動全体を見直すとともに、学習コースを設定するなど、生徒の特性、進路等に応じた教育課程

の改善を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）  計画的、組織的な交流及び共同学習の推進 
   ・  「地域の子どもは地域で学び、育てる」という視点から、交流及び共同学習を計画的、組織的に推

進する。 
・  家庭や地域社会、学校間の連携を図りながら、学校の教育活動全体を通じて交流及び共同学習

を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

外部からの相談件数

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600
幼

稚
園

小
学

校

中
学

校

高
等

学
校

そ
の

他

件数

小

学

校

幼

稚

園

中

学

校

高

等

学

校

そ

の

他

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

H16 H17 H18 H19

知的障害養護学校高等部
卒業生の進路状況

就職 福祉・医療 在宅・待機

進学 訓練機関等

％

交流及び共同学習実施状況
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「平成２０年度進路状況調査」より 「平成２０年度センター的機能調査」より 「平成２０年度交流及び共同学習調査」より

 

 



 

 

 

 

 

 

 

「平成２１年度  学校教育の重点」作成の趣旨 

 

   このリーフレットは、当県の特別支援学校における当面する

教育上の重要課題を取り上げ、県教育委員会、市教育委員

会、特別支援学校が共通の観点に立って課題解決に向けた取

組を推進できるよう、取組の着眼点と、特に重点的に取り組ん

でいただきたい事項を示したものです｡ 

  市教育委員会、特別支援学校においては、重点事項につい

て、地域や自校の実態に即して、教育活動の着実な実施と改

善に活用していただくようお願いします。 

 なお、特別支援学校での準ずる教育においては、「平成 21 年

度 学校教育の重点（幼稚園教育、小・中学校教育）」の趣旨を

十分に踏まえていただくよう重ねてお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                       

いじめ根絶県民運動実施中  


